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Adobe ColdFusion 技術サポート 規約 

(ColdFusion-002) 

お客様(以下「甲」といいます)と株式会社サムライズ(以下「乙」といいます)は、乙が甲に販売したソフトウェア製品「Adobe 

ColdFusion」（以下「本製品」といいます）に関し、本規約第 2 条に該当するサービス（以下「本サービス」といいます）を乙が

甲に対し提供する場合、本規約に従うものとします。 

第1条 定義  

1. 開発元：Adobe Inc.

2. メジャーバージョン：本製品バージョンの最初の数値 

（例：ColdFusion 2021 リリース、ColdFusion 2023 リリース） 

第2条 本サービスの内容 

1. 本サービスとは、本製品に関する乙より提供される以下のサービスを指します。 

(1) 対象となるライセンスに対する技術サポートの提供（以下「本サポート」といいます） 

2. 本サポート範囲 

乙より提供します本サポートは、下記に定める範囲にて実施されます。

(1) ユーザーガイド、リリースノート、マニュアルおよび Web 上で公開されている情報について、意図し

ない動作が発生した場合、既知の問題点や同様の報告を確認します。解決方法を有する場合には、当

該解決方法を提供します。 

(2) 本製品の仕様については、(1)号に記載されている情報の範囲で回答します。 

(3) 再現手順が明確で同じ結果が生じ、その結果がマニュアル等の記述と異なっている場合、甲より送付

されたサンプルプログラムを乙にて確認し、過去の事例と照合の上、解決方法を有する場合には当該

解決方法を提供するものとします。未知の問題の場合には開発元への不具合の登録を行います。

(4) 過去に対応したサポート情報を活用し、甲へのサポートを行います。 

(5) 甲は乙が定めるサポートポリシーを下記のWebサイトより閲覧するものとします。乙は最新のサ

ポートサービス、サポートポリシーを下記 Web サイトに提示し、甲は常にそれに従うものとします。

https://www.samuraiz.co.jp/service/adobe/b_sup_policy.html 

※本サポートにおける留意事項： 

 本製品が設置されたシステムに対する運用管理、チューニング、コンサルティングを含む問合せは

本サポートの範囲外となります。また、質問や製品不具合・エラーに対して、開発元、および、乙で

は報告されたすべてを是正することを保証または約束するものではありません。 

 本製品とは別に任意でダウンロードおよびインストールをおこなうツール、エディター等のソ

フトウェアおよび拡張機能、プラグインは本サポートの範囲外となります。 

 (1)号に記載されていない本製品の仕様や内部情報、本製品に含まれる各種ライブラリ、ド

ライバ、Java、JavaEEなどの情報は本サポートの範囲外となります。

 (3)号のサンプルプログラムは、乙で再現性が確かめられるものに限ります。また、現象を確

認できる最小限の内容で、他のソフトウェアやサービスが介在しないものとします。 

 本サポートでの問題解決の定義は以下のいずれかとします。 

 質問に対する妥当な問題解決策または問題回避策が提供された場合

 質問内容が製品の機能拡張として判断され機能拡張要求を乙から開発元に報告した場合 

 質問内容が製品の不具合として判断され不具合情報を乙から開発元に報告した場合 

 質問、および、回答は日本語にて行うものとします。

 無償ライセンス（無償体験版・デベロッパー版）は本サポートの対象外となります。

(6) 本サポートの提供は、購入申込書に記載された甲の指定するサポート担当者（最大２名）に対して行

われます。 

(7) 本サポートの受付および回答はメールで行います。問合せ時は、本サービスの開始時に乙より甲

の指定するサポート担当者へメールで通知する質問フォームを使用するものとします。 

(8) 本サポートの実施時間帯は、土曜日、日曜日、祝祭日、年末年始（12 月 29 日から １月 3 日）および

乙の定める休業日を除く乙の営業日の 9：30～17：30 までとします。質問は甲の指定するサポー

ト担当者からサポート専用の宛先にメールで送付したものを受け付けます。受付は、営業日の 9:30～

12:00、13:00～17:30 間の乙が定める時間に到着順に行われます。回答日時の指定には対応

しておりません。 

第3条 申 込 

1. 本サービスの申込みには技術サポート申込書への記入が必要です。本サービスの成立は、乙が技術サポー

ト申込書を受領・処理を行った時点となります。 

2. 甲が本製品を2本以上保有する場合、製品の購入数量と同数の本サービスの申込みが必要です。製品

の購入数量の一部にだけ本サービスを購入または更新の申し込みをすることはできません。 

第4条 本サービス期間 

本サービスの有効期間は、乙より甲の指定するサポート担当者へメールにて通知する質問フォームに記載され

ている期間とします。 

第5条 解約 

1. 本サービスの解約については以下の規定が適用されます。

(1) 甲が本規約の規定に違反し、乙からの書面による催告から 30 日以内にかかる違反を是正しない

場合、甲において(a)支払停止(b)重要な財産または本規約に基づき相手方から交付を受けた財

産についての仮差押、仮処分、差押または強制執行手続の開始、あるいは(c)解散または破産、会

社更正手続き開始の申立が行われた場合、乙は本サービス規約期間中であっても解約することが

できます。この場合、未払いの本サービスの料金の支払債務から甲は免責されません。 

(2) 乙は乙または開発元の破産、解散(買収による解散を含む)による理由で、30 日前に甲に通知す

ることにより本サービス規約を解除することができます。 

(3) 乙は開発元の判断により本サポートの終了が通知された場合、本サービスの契約を解除することが

できます。 

(4) 甲が本契約を解約し、その後再開を希望する場合には、新しく本製品および本サービスを再購入する

ものとします。 

(5) 前４号の事由にかかわらず、支払い済みの本サービスの料金の返還はしないものとします。

第6条 甲乙の協力 

1. 甲は乙の本サポートに対して最大の協力をするものとします。 

2. 本サポートを円滑に遂行するために、乙は、事前に甲の承認を得た上で、必要に応じ無償で甲の環境

を使用できるものとします。 

3. 甲は、乙の本サポートに支障のないよう、本サポート用機器、対象ソフトウェア、環境を準備し、必要に応じ

乙に提供するものとします。 

第7条 機密保持 

1. 甲または乙は、本サービスの履行に関して知り得た相手方の機密情報を如何なる第三者にも提供、

開示、告知しないものとします。ただし、開発元は本項に定める第三者には含まれないものとします。 

2. 前項に定める甲および乙の機密保持の義務は以下に定める情報には適用されないものとします。 

(a) 本サービスに違反することなく、一般に入手可能な情報

(b) 如何なる守秘義務にも違反せず各当事者が第三者から正当に入手した情報 

(c) 甲乙または開発元の機密情報とは無関係に甲または乙が独自に開発した情報 

(d) 開示時点で甲または乙が所有している情報

3. 本条の機密保持義務は本契約終了後 5 年間継続するものとします。

第8条 義務 

1. 甲は、社名変更、住所変更、甲の指定するサポート担当者の変更、購入申込書の記載事項、 

その他、乙に提供している情報に変化が生じた場合、速やかに乙に通知することを要します。甲が本

通知を怠った場合、乙は本規約に基づき本サービスを甲に提供する義務を免れるものとします。 

2. データのバックアップを確保する責任は甲にあるものとし、甲のデータ喪失に起因する損害について、

乙は一切の責任を負わないものとします。 

第9条 賠償範囲 

1. 本サービスの履行に関して、甲に損害が発生した場合、乙は、乙の履行の直接の結果として、甲が現実

に被った通常の損害に限り損害を賠償します。ただし、乙が支払う賠償金額は、損害の原因となった本

サービスにつき乙に対して支払われた対価を限度とします。 

2. 甲は乙の履行補助者に対し、損害賠償請求をしないものとします。 

第10条 再委任 

乙は、本サービスの一部または全部を第三者に委任することができるものとします。

第11条 紛争の解決 

本契約に起因または関連する事項で、甲乙で協議を要するものにつき協議が整わない場合、その他本契約に

関して甲乙間に紛争が生じた場合においては、訴訟手続によるものとし東京地方裁判所を第一審の専属管轄

裁判所とし、その裁定に従って解決を図るものとします。本条は契約終了後も有効とします。 

第12条  一般規定 

1. 分離性

本契約のいずれかの条項が無効あるいは強制不能とされた場合であっても、本契約の他の条項は完全な効

力を有するものとします。 

2. 放棄

本契約の不履行または違反について当事者が権利を行使しなかった場合であっても、他の、またその後の不

履行または違反については権利放棄を行ったことにはなりません。 

3. 完全合意

本契約は、当事者間の完全合意を構成し、本契約に規定する本サービスに関する書面または口頭による過去の

一切の規約および表明事項に取って代わるものとします。本契約は当事者の正当な権限のある代表者の記

名・押印した書面によらずに修正、変更はできません。 

4. 権利

甲は本サービス規約の権利を、いかなる第三者に譲渡、貸与、あるいは販売することはできません。 

5. 雑則

本契約に規定のない事項並びに本契約に関する疑義については甲乙が信義誠実の原則に従って協議し円

満に解決するものとします。 

第13条 個人情報への取り組み 

1. 提供される個人情報 

本サポート遂行のため乙に対して個人情報を含む検証用データを提供する場合、甲は可能な限り当該個

人を識別できないよう変更または変換して提供するものとします。 

2. 取得する個人情報項目 

本サービスをお申し込みの際に、購入申込書にて以下の項目の情報をご記入いただきます。 

法人名・政府機関名、部署名、担当者氏名、住所、TEL、E-mail。 

3. 個人情報の第三者提供について 

本サービスでは、上記2で取得しました個人情報を、開発元に対して、以下の目的で提供いたします。 

(1) 開発元に対して契約状況（有効期間、契約数の合計）の報告、照会のため。 

4. 乙が取り組む個人情報について 

乙でお預かりする本サービスにて取得した個人情報に対する個人情報保護方針および個人情報の取扱

いについては、乙サイト内の個人情報保護方針 

（https://www.samuraiz.co.jp/home/privacy.html）に準拠します

http://www.samuraiz.co.jp/home/privacy.html
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